
議案第５４号

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年５月２９日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区特別区税条例（昭和３９年杉並区条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。

第１１条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。

第１８条中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦

控除額、ひとり親控除額」に改める。

第２４条第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２第４

項」に改める。

第２５条の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、

同条第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。

第２５条の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、

同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号を削り、

同項第４号を同項第３号とする。

第２９条の見出し中「かかる」を「係る」に改め、同条第２項を次のように改

める。

２ 区長は、特別の理由がある場合において、前項の納期により難いと認めると

きは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

第４１条に次の１項を加える。

３ 区長は、特別の理由がある場合において、前項の納期により難いと認めると

きは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

第５０条第２項に次のただし書を加える。

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定に

ついては、当該葉巻たばこの１本をもつて紙巻たばこの０．７本に換算するも



のとする。

第５０条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定

する葉巻たばこを除く。）」を加える。

第５２条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第４

６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の

３」を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を

「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、

卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し

又は消費等について、第５２条の３第１項又は第２項の規定による申告書に前

項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受け

ようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６条の

２の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

第５２条の３第１項中「第５２条第２項」を「第５２条第３項」に改める。

附則第２条の２中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸

付割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」と

いう。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割

合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。

附則第４条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。

附則第５条の２中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改める。

附則第６条の２第２項中「第４１条第２項」の次に「及び第３項」を加える。

附則第１０条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１

項」を加える。

附則第１１条第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改め、同

条第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。

附則に次の３条を加える。

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続）



第１６条 第５条の３第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する

法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例）

第１７条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す

るための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。次条

において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定

する指定行事のうち、区長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の

縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを

請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした

場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条

第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３

号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第２０条の２の規定を適用する。

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例）

第１８条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染

症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第３条の５の２

第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令和

１６年度」とする。

第２条 杉並区特別区税条例の一部を次のように改正する。

第５０条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」

を「１本」に改める。

第３条 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例（平成３０年杉並区条例第２

６号）の一部を次のように改正する。

第１条のうち杉並区特別区税条例第１８条の改正規定中「第７項及び第１２

項」を「第６項及び第１１項」に改める。

附則第１条第２号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改

め、同条第３号中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改め、

同条第４号中「平成３３年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め、同条第５

号中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、同条第６号中

「平成３４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改める。



附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中

「平成３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」

に改める。

附則第３条中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改める。

附則第４条第７項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改

め、同条第８項及び第９項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１

日」に改め、同条第１０項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１月２

日」に改め、同条第１１項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１

日」に改め、同条第１２項及び第１３項中「３２年新条例」を「２年新条例」に

改め、同条第１４項及び第１５項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０

月１日」に改め、同条第１６項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１１月

１日」に改め、同条第１７項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１

日」に改め、同条第１８項及び第１９項中「３３年新条例」を「３年新条例」に

改め、同条第２０項中「平成３４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改

める。

第４条 杉並区特別区税条例の一部を改正する条例（令和元年杉並区条例第２号）

の一部を次のように改正する。

第３条中杉並区特別区税条例第１１条第１項第２号の改正規定を削る。

附則第１条第３号を次のように改める。

(３) 削除

附則第１条第４号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。

附則第２条第８項を削る。

附 則

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(１) 第１条中杉並区特別区税条例第５０条第２項にただし書を加える改正規定

及び同条第４項の改正規定並びに附則第４条の規定 令和２年１０月１日

(２) 第１条中杉並区特別区税条例第１１条第１項第２号、第１８条及び第２４

条第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第２条の２、第１０条第１項及



び第１１条第３項の改正規定並びに同条例附則に３条を加える改正規定（同条

例附則第１７条及び第１８条に係る部分に限る。）並びに次条並びに附則第３

条第１項及び第２項の規定 令和３年１月１日

(３) 第２条及び附則第５条の規定 令和３年１０月１日

第２条 第１条の規定による改正後の杉並区特別区税条例（以下「新条例」とい

う。）附則第２条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間

に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、

なお従前の例による。

第３条 新条例第１１条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第１８条及び第２

４条第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の特別区民税（以下「区民税」と

いう。）について適用し、令和２年度分までの区民税については、なお従前の例

による。

２ 令和３年度分の区民税に係る申告書の提出に係る新条例第２４条第１項の規定

の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保

険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第５号）第１条の規定による改正前の法（以下この項において「旧法」とい

う。）第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の

規定に該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡

夫である第１０条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。

３ 新条例第２５条の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び

同条第２項に規定する申告書について適用する。

４ 新条例第２５条の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法

第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第

２５条の３第１項に規定する申告書について適用する。

第４条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ

った葉巻たばこに係る特別区たばこ税については、なお従前の例による。

第５条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ



った葉巻たばこに係る特別区たばこ税については、なお従前の例による。

第６条 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例（平成２７年杉並区条例第２

５号）の一部を次のように改正する。

附則第４条第２項第３号中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０

日」に改め、同条第１３項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１

日」に改め、同条第１４項の表第５項の項中「平成３１年１０月３１日」を「令

和元年１０月３１日」に、同表第６項の項中「平成３２年３月３１日」を「令和

２年３月３１日」に改める。

第７条 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例（平成２９年杉並区条例第１

３号）の一部を次のように改正する。

附則第１条中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改める。

附則第２条第３項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度

分」を「令和元年度分」に改める。

第８条 杉並区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２９年杉並区条例第２２

号）の一部を次のように改正する。

附則第２条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。

（提案理由）

未婚のひとり親に対する税制上の措置を行う等の必要がある。



- 1 -

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

第１条による改正（杉並区特別区税条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（区民税の非課税の範囲） （区民税の非課税の範囲）

第１１条 次の各号のいずれかに該当す 第１１条 次の各号のいずれかに該当す

る者（法の施行地に住所を有しない者 る者（法の施行地に住所を有しない者

を除く。）に対しては区民税（第２号 を除く。）に対しては区民税（第２号

に該当する者にあつては、第３７条の に該当する者にあつては、第３７条の

２の規定により課する所得割（以下 ２の規定により課する所得割（以下

「分離課税に係る所得割」という。） 「分離課税に係る所得割」という。）

を除く。）を課さない。 を除く。）を課さない。

(１) 略 (１) 略

(２) 障害者、未成年者、寡婦又はひ (２) 障害者、未成年者、寡婦又は寡

とり親（これらの者の前年の合計所 夫 （これらの者の前年の合計所

得金額が１３５万円を超える場合を 得金額が１３５万円を超える場合を

除く。） 除く。）

２ 略 ２ 略

（所得控除） （所得控除）

第１８条 所得割の納税義務者が法第３ 第１８条 所得割の納税義務者が法第３

１４条の２第１項各号のいずれかに掲 １４条の２第１項各号のいずれかに掲

げる者に該当する場合には、同条第１ げる者に該当する場合には、同条第１

項及び第３項から第１１項までの規定 項及び第３項から第１２項までの規定

により雑損控除額、医療費控除額、社 により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛 会保険料控除額、小規模企業共済等掛

金控除額、生命保険料控除額、地震保 金控除額、生命保険料控除額、地震保

険料控除額、障害者控除額、寡婦控除 険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡

額、ひとり親控除額、勤労学生控除 夫）控除額 、勤労学生控除

資 料 １
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額、配偶者控除額、配偶者特別控除額 額、配偶者控除額、配偶者特別控除額

又は扶養控除額を、前年の合計所得金 又は扶養控除額を、前年の合計所得金

額が２，５００万円以下である所得割 額が２，５００万円以下である所得割

の納税義務者については、同条第２ の納税義務者については、同条第２

項、第６項及び第１１項の規定により 項、第６項及び第１１項の規定により

基礎控除額をそれぞれその者の前年の 基礎控除額をそれぞれその者の前年の

所得について算定した総所得金額、退 所得について算定した総所得金額、退

職所得金額又は山林所得金額から控除 職所得金額又は山林所得金額から控除

する。 する。

（区民税の申告） （区民税の申告）

第２４条 第１０条第１号に掲げる者 第２４条 第１０条第１号に掲げる者

は、３月１５日までに、規則で定める は、３月１５日までに、規則で定める

申告書を区長に提出しなければならな 申告書を区長に提出しなければならな

い。ただし、法第３１７条の６第１項 い。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告 又は第４項の規定により給与支払報告

書又は公的年金等支払報告書を提出す 書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在にお る義務がある者から１月１日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受け いて給与又は公的年金等の支払を受け

ている者で前年中において給与所得以 ている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以 外の所得又は公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかつたもの（公的年 外の所得を有しなかつたもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなか 金等に係る所得以外の所得を有しなか

つた者で社会保険料控除額（令第４８ つた者で社会保険料控除額（令第４８

条の９の７に規定するものを除 条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除 く。）、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控 額、生命保険料控除額、地震保険料控

除額、勤労学生控除額、配偶者特別控 除額、勤労学生控除額、配偶者特別控

除額（所得税法第２条第１項第３３号 除額（所得税法第２条第１項第３３号

の４に規定する源泉控除対象配偶者に の４に規定する源泉控除対象配偶者に
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資 料 １

係るものを除く。）若しくは法第３１ 係るものを除く。）若しくは法第３１

４条の２第４項に規定する扶養控除額 ４条の２第５項に規定する扶養控除額

の控除又はこれらと併せて雑損控除額 の控除又はこれらと併せて雑損控除額

若しくは医療費控除額の控除、法第３ 若しくは医療費控除額の控除、法第３

１３条第８項に規定する純損失の金額 １３条第８項に規定する純損失の金額

の控除、同条第９項に規定する純損失 の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除若しくは 若しくは雑損失の金額の控除若しくは

第２０条の２の規定により控除すべき 第２０条の２の規定により控除すべき

金額（以下この条において「寄附金税 金額（以下この条において「寄附金税

額控除額」という。）の控除を受けよ 額控除額」という。）の控除を受けよ

うとするものを除く。以下この条にお うとするものを除く。以下この条にお

いて「給与所得等以外の所得を有しな いて「給与所得等以外の所得を有しな

かつた者」という。）及び第１１条第 かつた者」という。）及び第１１条第

２項に規定する者（施行規則第２条の ２項に規定する者（施行規則第２条の

２第１項の表の上欄の（二）に掲げる ２第１項の表の上欄の（二）に掲げる

者を除く。）については、この限りで 者を除く。）については、この限りで

ない。 ない。

２～８ 略 ２～８ 略

（区民税に係る給与所得者の扶養親族申 （区民税に係る給与所得者の扶養親族等

告書 ） 申告書）

第２５条の２ 所得税法第１９４条第１ 第２５条の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書 項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者（以下こ を提出しなければならない者（以下こ

の条において「給与所得者」とい の条において「給与所得者」とい

う。）で区内に住所を有するものは、 う。）で区内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同 当該申告書の提出の際に経由すべき同

項に規定する給与等の支払者（以下こ 項に規定する給与等の支払者（以下こ

の条において「給与支払者」とい の条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受 う。）から毎年最初に給与の支払を受



- 4 -

ける日の前日までに、施行規則で定め ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記 るところにより、次に掲げる事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経 載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、区長に提出しなければならな 由して、区長に提出しなければならな

い。 い。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 当該給与所得者が単身児童扶養

者に該当する場合には、その旨

(３) 略 (４) 略

２～５ 略 ２～５ 略

（区民税に係る公的年金等受給者の扶養 （区民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書 ） 親族等申告書）

第２５条の３ 所得税法第２０３条の６ 第２５条の３ 所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申 第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者又は 告書を提出しなければならない者又は

法の施行地において同項に規定する公 法の施行地において同項に規定する公

的年金等（所得税法第２０３条の７の 的年金等（所得税法第２０３条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下 規定の適用を受けるものを除く。以下

この項において「公的年金等」とい この項において「公的年金等」とい

う。）の支払を受ける者であつて、扶 う。）の支払を受ける者であつて、扶

養親族（控除対象扶養親族を除く。） 養親族（控除対象扶養親族を除く。）

を有する者 を有する者若しくは単身児童扶養者で

（以下この条において「公的年 ある者（以下この条において「公的年

金等受給者」という。）で区内に住所 金等受給者」という。）で区内に住所

を有するものは、当該申告書の提出の を有するものは、当該申告書の提出の

際に経由すべき所得税法第２０３条の 際に経由すべき所得税法第２０３条の

６第１項に規定する公的年金等の支払 ６第１項に規定する公的年金等の支払

者（以下この条において「公的年金等 者（以下この条において「公的年金等

支払者」という。）から毎年最初に公 支払者」という。）から毎年最初に公
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資 料 １

的年金等の支払を受ける日の前日まで 的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、 に、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申告書を、 次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、区 当該公的年金等支払者を経由して、区

長に提出しなければならない。 長に提出しなければならない。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 当該公的年金等受給者が単身児

童扶養者に該当する場合には、その

旨

(３) 略 (４) 略

２～５ 略 ２～５ 略

（普通徴収に係る 区民税の納期） （普通徴収にかかる区民税の納期）

第２９条 略 第２９条 略

２ 区長は、特別の理由がある場合にお ２ 区長は、特別の理由があるときは、

いて、前項の納期により難いと認める 前項に規定するそれぞれの期間内にお

ときは、同項の規定にかかわらず、別 いて、それぞれ定める月の末日を納期

に納期を定めることができる。 限として別に納期を定めることができ

る。

（種別割の賦課期日及び納期） （種別割の賦課期日及び納期）

第４１条 略 第４１条 略

２ 略 ２ 略

３ 区長は、特別の理由がある場合にお

いて、前項の納期により難いと認める

ときは、同項の規定にかかわらず、別

に納期を定めることができる。

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準）

第５０条 略 第５０条 略

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを ２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを

除く。）の本数は、紙巻たばこの本数 除く。）の本数は、紙巻たばこの本数



- 6 -

によるものとし、次の表の左欄に掲げ によるものとし、次の表の左欄に掲げ

る製造たばこの本数の算定について る製造たばこの本数の算定について

は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表 は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもつて紙巻たば の右欄に定める重量をもつて紙巻たば

この１本に換算するものとする。ただ この１本に換算するものとする。

し、１本当たりの重量が０．７グラム

未満の葉巻たばこの本数の算定につい

ては、当該葉巻たばこの１本をもつて

紙巻たばこの０．７本に換算するもの

とする。

３ 略 ３ 略

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たば ４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たば

こ（同項ただし書に規定する葉巻たば こ

こを除く。）の重量を紙巻たばこの本 の重量を紙巻たばこの本

数に換算する場合又は前項第１号に掲 数に換算する場合又は前項第１号に掲

げる方法により同号に規定する加熱式 げる方法により同号に規定する加熱式

たばこの重量を紙巻たばこの本数に換 たばこの重量を紙巻たばこの本数に換

算する場合における計算は、売渡し等 算する場合における計算は、売渡し等

に係る製造たばこの品目ごとの１個当 に係る製造たばこの品目ごとの１個当

たりの重量に当該製造たばこの品目ご たりの重量に当該製造たばこの品目ご

との数量を乗じて得た重量を第４８条 との数量を乗じて得た重量を第４８条

に掲げる製造たばこの区分ごとに合計 に掲げる製造たばこの区分ごとに合計

し、その合計重量を紙巻たばこの本数 し、その合計重量を紙巻たばこの本数

に換算する方法により行うものとす に換算する方法により行うものとす

る。 る。

５～１０ 略 ５～１０ 略

（たばこ税の課税免除） （たばこ税の課税免除）

第５２条 略 第５２条 略

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又
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資 料 １

は第２号に係る部分に限る。）の規定

は、卸売販売業者等が、同条第１項第

１号又は第２号に掲げる製造たばこの

売渡し又は消費等について、第５２条

の３第１項又は第２項の規定による申

告書に前項（法第４６９条第１項第１

号又は第２号に係る部分に限る。）の

適用を受けようとする製造たばこに係

るたばこ税額を記載し、かつ、施行規

則第１６条の２の３第１項に規定する

書類を保存している場合に限り、適用

する。

３ 第１項（法第４６９条第１項第３号 ２ 前項

又は第４号に係る部分に限る。）の規 の規

定は、卸売販売業者等が区長に施行規 定は、卸売販売業者等が区長に施行規

則第１６条の２の３第２項に規定する 則第１６条の２の３ に規定する

書類を提出している場合に限り、適用 書類を提出しない場合には、適用しな

する。 い 。

４ 略 ３ 略

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続）

第５２条の３ 前条の規定によつてたば 第５２条の３ 前条の規定によつてたば

こ税を申告納付すべき者（以下この節 こ税を申告納付すべき者（以下この節

において「申告納税者」という。） において「申告納税者」という。）

は、毎月末日までに、前月の初日から は、毎月末日までに、前月の初日から

末日までの間における売渡し等に係る 末日までの間における売渡し等に係る

製造たばこの品目ごとの課税標準たる 製造たばこの品目ごとの課税標準たる

本数の合計数（以下この節において 本数の合計数（以下この節において

「課税標準数量」という。）及び当該 「課税標準数量」という。）及び当該

課税標準数量に対するたばこ税額、第 課税標準数量に対するたばこ税額、第
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５２条第１項の規定により免除を受け ５２条第１項の規定により免除を受け

ようとする場合にあつては同項の適用 ようとする場合にあつては同項の適用

を受けようとする製造たばこに係るた を受けようとする製造たばこに係るた

ばこ税額並びに次条第１項の規定によ ばこ税額並びに次条第１項の規定によ

り控除を受けようとする場合にあつて り控除を受けようとする場合にあつて

は同項の適用を受けようとするたばこ は同項の適用を受けようとするたばこ

税額その他必要な事項を記載した施行 税額その他必要な事項を記載した施行

規則第３４号の２様式による申告書を 規則第３４号の２様式による申告書を

区長に提出し、及びその申告に係る税 区長に提出し、及びその申告に係る税

金を施行規則第３４号の２の５様式に 金を施行規則第３４号の２の５様式に

よる納付書によつて納付しなければな よる納付書によつて納付しなければな

らない。この場合において、当該申告 らない。この場合において、当該申告

書には、第５２条第３項に規定する書 書には、第５２条第２項に規定する書

類及び次条第１項の返還に係る製造た 類及び次条第１項の返還に係る製造た

ばこの品目ごとの数量についての明細 ばこの品目ごとの数量についての明細

を記載した施行規則第１６号の５様式 を記載した施行規則第１６号の５様式

による書類を添付しなければならな による書類を添付しなければならな

い。 い。

２～５ 略 ２～５ 略

附 則 附 則

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例）

第２条の２ 当分の間、第８条、第３２ 第２条の２ 当分の間、第８条、第３２

条第２項、第３７条の１２第２項、第 条第２項、第３７条の１２第２項、第

３７条の１４第２項、第５２条の３第 ３７条の１４第２項、第５２条の３第

５項及び第５３条第２項に規定する延 ５項及び第５３条第２項に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及 滞金の年１４．６パーセントの割合及

び年７．３パーセントの割合は、これ び年７．３パーセントの割合は、これ

らの規定にかかわらず、各年の延滞金 らの規定にかかわらず、各年の特例基

特例基準割合（平均貸付割合（租税特 準割合（当該年の前年に 租税特
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資 料 １

別措置法第９３条第２項に規定する平 別措置法第９３条第２項の規定により

均貸付割合をいう。）に年１パーセン 告示された割合 に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。以下 トの割合を加算した割合をいう。以下

この条において同じ。）が年７．３パ この条において同じ。）が年７．３パ

ーセントの割合に満たない場合には、 ーセントの割合に満たない場合には、

その年 その年（以下この条において「特例基

中において 準割合適用年」という。）中において

は、年１４．６パーセントの割合にあ は、年１４．６パーセントの割合にあ

つてはその年 におけ つては当該特例基準割合適用年におけ

る延滞金特例基準割合に年７．３パー る特例基準割合に 年７．３パー

セントの割合を加算した割合とし、年 セントの割合を加算した割合とし、年

７．３パーセントの割合にあつては当 ７．３パーセントの割合にあつては当

該延滞金特例基準割合に年１パーセン 該特例基準割合に 年１パーセン

トの割合を加算した割合（当該加算し トの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年７．３パーセントの割合を た割合が年７．３パーセントの割合を

超える場合には、年７．３パーセント 超える場合には、年７．３パーセント

の割合）とする。 の割合）とする。

（肉用牛の売却による事業所得に係る区 （肉用牛の売却による事業所得に係る区

民税の課税の特例） 民税の課税の特例）

第４条 昭和５７年度から令和６年度ま 第４条 昭和５７年度から令和３年度ま

での各年度分の区民税に限り、法附則 での各年度分の区民税に限り、法附則

第６条第４項に規定する場合におい 第６条第４項に規定する場合におい

て、第２４条第１項の規定による申告 て、第２４条第１項の規定による申告

書（その提出期限後において区民税の 書（その提出期限後において区民税の

納税通知書が送達される時までに提出 納税通知書が送達される時までに提出

されたもの及びその時までに提出され されたもの及びその時までに提出され

た第２５条第１項の確定申告書を含 た第２５条第１項の確定申告書を含

む。次項において同じ。）に肉用牛の む。次項において同じ。）に肉用牛の

売却に係る租税特別措置法第２５条第 売却に係る租税特別措置法第２５条第
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１項に規定する事業所得の明細に関す １項に規定する事業所得の明細に関す

る事項の記載があるとき（これらの申 る事項の記載があるとき（これらの申

告書にその記載がないことについてや 告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると区長が認める むを得ない理由があると区長が認める

ときを含む。次項において同じ。） ときを含む。次項において同じ。）

は、当該事業所得に係る区民税の所得 は、当該事業所得に係る区民税の所得

割の額を免除する。 割の額を免除する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税）

第５条の２ 法第４５１条第１項第１号 第５条の２ 法第４５１条第１項第１号

（同条第４項において準用する場合を （同条第４項において準用する場合を

含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車 含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車

（自家用のものに限る。以下この条に （自家用のものに限る。以下この条に

おいて同じ。）に対しては、当該三輪 おいて同じ。）に対しては、当該三輪

以上の軽自動車の取得が令和元年１０ 以上の軽自動車の取得が令和元年１０

月１日から令和３年３月３１日までの 月１日から令和２年９月３０日までの

間（附則第５条の６第３項において 間（附則第５条の６第３項において

「特定期間」という。）に行われたと 「特定期間」という。）に行われたと

きに限り、第３８条第１項の規定にか きに限り、第３８条第１項の規定にか

かわらず、軽自動車税の環境性能割を かわらず、軽自動車税の環境性能割を

課さない。 課さない。

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 例）

第６条の２ 略 第６条の２ 略

２ 区長は、納付すべき軽自動車税の種 ２ 区長は、納付すべき軽自動車税の種

別割の額について不足額があることを 別割の額について不足額があることを

第４１条第２項及び第３項の納期限 第４１条第２項 の納期限

（納期限の延長があつたときは、その （納期限の延長があつたときは、その

延長された納期限）後において知つた 延長された納期限）後において知つた
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資 料 １

場合において、当該事実が生じた原因 場合において、当該事実が生じた原因

が、国土交通大臣の認定等の申請をし が、国土交通大臣の認定等の申請をし

た者が偽りその他不正の手段（当該申 た者が偽りその他不正の手段（当該申

請をした者に当該申請に必要な情報を 請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその 直接又は間接に提供した者の偽りその

他不正の手段を含む。）により国土交 他不正の手段を含む。）により国土交

通大臣の認定等を受けたことを事由と 通大臣の認定等を受けたことを事由と

して国土交通大臣が当該国土交通大臣 して国土交通大臣が当該国土交通大臣

の認定等を取り消したことによるもの の認定等を取り消したことによるもの

であるときは、当該申請をした者又は であるときは、当該申請をした者又は

その一般承継人を賦課期日現在におけ その一般承継人を賦課期日現在におけ

る当該不足額に係る三輪以上の軽自動 る当該不足額に係る三輪以上の軽自動

車の所有者とみなして、軽自動車税の 車の所有者とみなして、軽自動車税の

種別割に関する規定（第４４条及び第 種別割に関する規定（第４４条及び第

４５条の規定を除く。）を適用する。 ４５条の規定を除く。）を適用する。

３及び４ 略 ３及び４ 略

（長期譲渡所得に係る区民税の課税の特 （長期譲渡所得に係る区民税の課税の特

例） 例）

第１０条 当分の間、所得割の納税義務 第１０条 当分の間、所得割の納税義務

者が前年中に租税特別措置法第３１条 者が前年中に租税特別措置法第３１条

第１項に規定する譲渡所得を有する場 第１項に規定する譲渡所得を有する場

合には、当該譲渡所得については、第 合には、当該譲渡所得については、第

１６条及び第１９条の規定にかかわら １６条及び第１９条の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、前年中の長期 ず、他の所得と区分し、前年中の長期

譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得 譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得

の金額（同法第３３条の４第１項若し の金額（同法第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４ くは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、 条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１ 第３５条第１項、第３５条の２第１
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項、第３５条の３第１項又は第３６条 項 又は第３６条

の規定に該当する場合には、これらの の規定に該当する場合には、これらの

規定の適用により同法第３１条第１項 規定の適用により同法第３１条第１項

に規定する長期譲渡所得の金額から控 に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額とし、これ 除する金額を控除した金額とし、これ

らの金額につき第３項第１号の規定に らの金額につき第３項第１号の規定に

より読み替えて適用される第１８条の より読み替えて適用される第１８条の

規定の適用がある場合には、その適用 規定の適用がある場合には、その適用

後の金額。以下「課税長期譲渡所得金 後の金額。以下「課税長期譲渡所得金

額」という。）の１００分の３に相当 額」という。）の１００分の３に相当

する金額に相当する区民税の所得割を する金額に相当する区民税の所得割を

課する。 課する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（優良住宅地の造成等のために土地等を （優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民 譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民

税の課税の特例） 税の課税の特例）

第１１条 昭和６３年度から令和５年度 第１１条 昭和６３年度から令和２年度

までの各年度分の区民税に限り、所得 までの各年度分の区民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項 割の納税義務者が前年中に前条第１項

に規定する譲渡所得の基因となる土地 に規定する譲渡所得の基因となる土地

等（租税特別措置法第３１条第１項に 等（租税特別措置法第３１条第１項に

規定する土地等をいう。以下この条に 規定する土地等をいう。以下この条に

おいて同じ。）の譲渡（同項に規定す おいて同じ。）の譲渡（同項に規定す

る譲渡をいう。以下この条において同 る譲渡をいう。以下この条において同

じ。）をした場合において、当該譲渡 じ。）をした場合において、当該譲渡

が優良住宅地等のための譲渡（法附則 が優良住宅地等のための譲渡（法附則

第３４条の２第１項に規定する優良住 第３４条の２第１項に規定する優良住

宅地等のための譲渡をいう。）に該当 宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定す するときにおける前条第１項に規定す
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資 料 １

る譲渡所得（次条の規定の適用を受け る譲渡所得（次条の規定の適用を受け

る譲渡所得を除く。次項において同 る譲渡所得を除く。次項において同

じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する区民税の所得割の額は、 対して課する区民税の所得割の額は、

前条第１項の規定にかかわらず、次の 前条第１項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該 各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める金額に相当する額とす 各号に定める金額に相当する額とす

る。 る。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令 ２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和５年度までの各年度分の区民税に限 和２年度までの各年度分の区民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前 り、所得割の納税義務者が前年中に前

条第１項に規定する譲渡所得の基因と 条第１項に規定する譲渡所得の基因と

なる土地等の譲渡をした場合におい なる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定 て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定

地のための譲渡（法附則第３４条の２ 地のための譲渡（法附則第３４条の２

第５項に規定する確定優良住宅地等予 第５項に規定する確定優良住宅地等予

定地のための譲渡をいう。以下この項 定地のための譲渡をいう。以下この項

において同じ。）に該当するときにお において同じ。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得に ける前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課 係る課税長期譲渡所得金額に対して課

する区民税の所得割について準用す する区民税の所得割について準用す

る。この場合において、当該譲渡が法 る。この場合において、当該譲渡が法

附則第３４条の２第１０項の規定に該 附則第３４条の２第１０項の規定に該

当することとなるときは、当該譲渡は 当することとなるときは、当該譲渡は

確定優良住宅地等予定地のための譲渡 確定優良住宅地等予定地のための譲渡

ではなかつたものとみなす。 ではなかつたものとみなす。

３ 第１項（前項において準用する場合 ３ 第１項（前項において準用する場合

を含む。）の場合において、所得割の を含む。）の場合において、所得割の
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納税義務者が、その有する土地等につ 納税義務者が、その有する土地等につ

き、租税特別措置法第３３条から第３ き、租税特別措置法第３３条から第３

３条の４まで、第３４条から第３５条 ３条の４まで、第３４条から第３５条

の３まで、第３６条の２、第３６条の の２まで、第３６条の２、第３６条の

５、第３７条、第３７条の４から第３ ５、第３７条、第３７条の４から第３

７条の６まで、第３７条の８又は第３ ７条の６まで、第３７条の８又は第３

７条の９の規定の適用を受けるとき ７条の９の規定の適用を受けるとき

は、当該土地等の譲渡は、第１項に規 は、当該土地等の譲渡は、第１項に規

定する優良住宅地等のための譲渡又は 定する優良住宅地等のための譲渡又は

前項に規定する確定優良住宅地等予定 前項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡に該当しないものとみ 地のための譲渡に該当しないものとみ

なす。 なす。

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴

収猶予の特例に係る手続）

第１６条 第５条の３第７項の規定は、

法附則第５９条第３項において準用す

る法第１５条の２第８項に規定する条

例で定める期間について準用する。

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄

附金税額控除の特例）

第１７条 所得割の納税義務者が、新型

コロナウイルス感染症等の影響に対応

するための国税関係法律の臨時特例に

関する法律（令和２年法律第２５号。

次条において「新型コロナウイルス感

染症特例法」という。）第５条第４項

に規定する指定行事のうち、区長が指

定するものの中止若しくは延期又はそ

の規模の縮小により生じた当該指定行
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資 料 １

事の入場料金、参加料金その他の対価

の払戻しを請求する権利の全部又は一

部の放棄を同条第１項に規定する指定

期間内にした場合には、当該納税義務

者がその放棄をした日の属する年中に

法附則第６０条第４項に規定する市町

村放棄払戻請求権相当額の法第３１４

条の７第１項第３号に掲げる寄附金を

支出したものとみなして、第２０条の

２の規定を適用する。

（新型コロナウイルス感染症等に係る住

宅借入金等特別税額控除の特例）

第１８条 所得割の納税義務者が前年分

の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法第６条第４項の規定の適用

を受けた場合における附則第３条の５

の２第１項の規定の適用については、

同項中「令和１５年度」とあるのは、

「令和１６年度」とする。

第２条による改正（杉並区特別区税条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準）

第５０条 略 第５０条 略

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを ２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを

除く。）の本数は、紙巻たばこの本数 除く。）の本数は、紙巻たばこの本数

によるものとし、次の表の左欄に掲げ によるものとし、次の表の左欄に掲げ

る製造たばこの本数の算定について る製造たばこの本数の算定について
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は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表 は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもつて紙巻たば の右欄に定める重量をもつて紙巻たば

この１本に換算するものとする。ただ この１本に換算するものとする。ただ

し、１本当たりの重量が１グラム し、１本当たりの重量が０．７グラム

未満の葉巻たばこの本数の算定につい 未満の葉巻たばこの本数の算定につい

ては、当該葉巻たばこの１本をもつて ては、当該葉巻たばこの１本をもつて

紙巻たばこの１本 に換算するもの 紙巻たばこの０．７本に換算するもの

とする。 とする。

３～１０ 略 ３～１０ 略

第３条による改正（杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

第１条 杉並区特別区税条例（昭和３９ 第１条 杉並区特別区税条例（昭和３９

年杉並区条例第４１号）の一部を次の 年杉並区条例第４１号）の一部を次の

ように改正する。 ように改正する。

略 略

第１８条中「第３１４条の２第１項 第１８条中「第３１４条の２第１項

の各号」を「第３１４条の２第１項各 の各号」を「第３１４条の２第１項各

号」に、「又は同条第２項に掲げる者 号」に、「又は同条第２項に掲げる者

に該当する場合においては、同条第１ に該当する場合においては、同条第１

項」を「に掲げる者に該当する場合に 項」を「に掲げる者に該当する場合に

は、同条第１項及び第３項」に、「に は、同条第１項及び第３項」に、「に

より、」を「により」に、「、扶養控 より、」を「により」に、「、扶養控

除額又は基礎控除額を、」を「又は扶 除額又は基礎控除額を、」を「又は扶

養控除額を、前年の合計所得金額が 養控除額を、前年の合計所得金額が

２，５００万円以下である所得割の納 ２，５００万円以下である所得割の納

税義務者については、同条第２項、第 税義務者については、同条第２項、第

６項及び第１１項の規定により基礎控 ７項及び第１２項の規定により基礎控
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資 料 １

除額をそれぞれ」に改める。 除額をそれぞれ」に改める。

略 略

附 則 附 則

第１条 この条例は、平成３０年１０月 第１条 この条例は、平成３０年１０月

１日から施行する。ただし、次の各号 １日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日 に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 から施行する。

(１) 略 (１) 略

(２) 第１条中杉並区特別区税条例附 (２) 第１条中杉並区特別区税条例附

則第５条の３の改正規定及び第２条 則第５条の３の改正規定及び第２条

の規定並びに附則第３条及び第４条 の規定並びに附則第３条及び第４条

第７項の規定 令和元年１０月１日 第７項の規定 平成３１年１０月１

日

(３) 第３条の規定及び附則第４条第 (３) 第３条の規定及び附則第４条第

８項から第１３項までの規定 令和 ８項から第１３項までの規定 平成

２年１０月１日 ３２年１０月１日

(４) 第１条中杉並区特別区税条例第 (４) 第１条中杉並区特別区税条例第

１１条第１項第２号の改正規定、同 １１条第１項第２号の改正規定、同

条第２項の改正規定（第１号に掲げ 条第２項の改正規定（第１号に掲げ

る改正規定を除く。）並びに同条例 る改正規定を除く。）並びに同条例

第１８条及び第２０条の改正規定並 第１８条及び第２０条の改正規定並

びに同条例附則第２条の３第１項及 びに同条例附則第２条の３第１項及

び第３条の４の改正規定並びに次条 び第３条の４の改正規定並びに次条

第２項の規定 令和３年１月１日 第２項の規定 平成３３年１月１日

(５) 第４条の規定及び附則第４条第 (５) 第４条の規定及び附則第４条第

１４項から第１９項までの規定 令 １４項から第１９項までの規定 平

和３年１０月１日 成３３年１０月１日

(６) 第５条の規定及び附則第４条第 (６) 第５条の規定及び附則第４条第

２０項の規定 令和４年１０月１日 ２０項の規定 平成３４年１０月１
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日

第２条 前条第１号に掲げる規定による 第２条 前条第１号に掲げる規定による

改正後の杉並区特別区税条例の規定中 改正後の杉並区特別区税条例の規定中

特別区民税（以下「区民税」とい 特別区民税（以下「区民税」とい

う。）に関する部分は、令和元年度 う。）に関する部分は、平成３１年度

以後の年度分の区民税について適用 以後の年度分の区民税について適用

し、平成３０年度分までの区民税につ し、平成３０年度分までの区民税につ

いては、なお従前の例による。 いては、なお従前の例による。

２ 前条第４号に掲げる規定による改正 ２ 前条第４号に掲げる規定による改正

後の杉並区特別区税条例の規定中区民 後の杉並区特別区税条例の規定中区民

税に関する部分は、令和３年度 以後 税に関する部分は、平成３３年度以後

の年度分の区民税について適用し、令 の年度分の区民税について適用し、平

和２年度分 までの区民税について 成３２年度分までの区民税について

は、なお従前の例による。 は、なお従前の例による。

第３条 第１条の規定による改正後の杉 第３条 第１条の規定による改正後の杉

並区特別区税条例（以下「新条例」と 並区特別区税条例（以下「新条例」と

いう。）附則第５条の３の規定は、令 いう。）附則第５条の３の規定は、平

和元年１０月１日 以後に取得された 成３１年１０月１日以後に取得された

三輪以上の軽自動車に対して課する軽 三輪以上の軽自動車に対して課する軽

自動車税の環境性能割について適用す 自動車税の環境性能割について適用す

る。 る。

第４条 略 第４条 略

２～６ 略 ２～６ 略

７ 令和元年１０月１日 前に課した、 ７ 平成３１年１０月１日前に課した、

又は課すべきであった特別区たばこ税 又は課すべきであった特別区たばこ税

については、なお従前の例による。 については、なお従前の例による。

８ 別段の定めがあるものを除き、令和 ８ 別段の定めがあるものを除き、平成

２年１０月１日 前に課した、又は課 ３２年１０月１日前に課した、又は課

すべきであった特別区たばこ税につい すべきであった特別区たばこ税につい
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資 料 １

ては、なお従前の例による。 ては、なお従前の例による。

９ 令和２年１０月１日 前に売渡し等 ９ 平成３２年１０月１日前に売渡し等

が行われた製造たばこを同日に販売の が行われた製造たばこを同日に販売の

ため所持する卸売販売業者等又は小売 ため所持する卸売販売業者等又は小売

販売業者がある場合において、これら 販売業者がある場合において、これら

の者が所得税法等改正法附則第５１条 の者が所得税法等改正法附則第５１条

第９項の規定により製造たばこの製造 第９項の規定により製造たばこの製造

者として当該製造たばこを同日にこれ 者として当該製造たばこを同日にこれ

らの者の製造たばこの製造場から移出 らの者の製造たばこの製造場から移出

したものとみなして同項の規定により したものとみなして同項の規定により

たばこ税を課されることとなるとき たばこ税を課されることとなるとき

は、これらの者が卸売販売業者等とし は、これらの者が卸売販売業者等とし

て当該製造たばこ（これらの者が卸売 て当該製造たばこ（これらの者が卸売

販売業者等である場合には区の区域内 販売業者等である場合には区の区域内

に所在する貯蔵場所、これらの者が小 に所在する貯蔵場所、これらの者が小

売販売業者である場合には区の区域内 売販売業者である場合には区の区域内

に所在する当該製造たばこを直接管理 に所在する当該製造たばこを直接管理

する営業所において所持されるものに する営業所において所持されるものに

限る。）を同日に小売販売業者に売り 限る。）を同日に小売販売業者に売り

渡したものとみなして、特別区たばこ 渡したものとみなして、特別区たばこ

税を課する。この場合における特別区 税を課する。この場合における特別区

たばこ税の課税標準は、当該売り渡し たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数 たものとみなされる製造たばこの本数

とし、当該特別区たばこ税の税率は、 とし、当該特別区たばこ税の税率は、

１，０００本につき４３０円とする。 １，０００本につき４３０円とする。

１０ 前項に規定する者は、同項に規定 １０ 前項に規定する者は、同項に規定

する貯蔵場所又は小売販売業者の営業 する貯蔵場所又は小売販売業者の営業

所ごとに、地方税法施行規則の一部を 所ごとに、地方税法施行規則の一部を

改正する省令（平成３０年総務省令第 改正する省令（平成３０年総務省令第



- 20 -

２５号。以下「改正規則」という。） ２５号。以下「改正規則」という。）

別記第２号様式による申告書を令和２ 別記第２号様式による申告書を平成３

年１１月２日 までに区長に提出しな ２年１１月２日までに区長に提出しな

ければならない。 ければならない。

１１ 前項の規定による申告書を提出し １１ 前項の規定による申告書を提出し

た者は、令和３年３月３１日 まで た者は、平成３３年３月３１日まで

に、その申告に係る税金を施行規則第 に、その申告に係る税金を施行規則第

３４号の２の５様式による納付書によ ３４号の２の５様式による納付書によ

って納付しなければならない。 って納付しなければならない。

１２ 第９項の規定により特別区たばこ １２ 第９項の規定により特別区たばこ

税を課する場合には、前３項に規定す 税を課する場合には、前３項に規定す

るもののほか、第３条の規定による改 るもののほか、第３条の規定による改

正後の杉並区特別区税条例（以下「２ 正後の杉並区特別区税条例（以下「３

年新条例 」という。）第８条、第５ ２年新条例」という。）第８条、第５

２条の３第４項及び第５項、第５２条 ２条の３第４項及び第５項、第５２条

の６並びに第５３条の規定を適用す の６並びに第５３条の規定を適用す

る。この場合において、次の表の左欄 る。この場合において、次の表の左欄

に掲げる２年新条例 の規定中同表の に掲げる３２年新条例の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の 中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 右欄に掲げる字句とする。

１３ ２年新条例 第５２条の４の規定 １３ ３２年新条例第５２条の４の規定

は、販売契約の解除その他やむを得な は、販売契約の解除その他やむを得な

い理由により、区の区域内に営業所の い理由により、区の区域内に営業所の

所在する小売販売業者に売り渡した製 所在する小売販売業者に売り渡した製

造たばこのうち、第９項の規定により 造たばこのうち、第９項の規定により

特別区たばこ税を課された、又は課さ 特別区たばこ税を課された、又は課さ

れるべきものの返還を受けた卸売販売 れるべきものの返還を受けた卸売販売

業者等について準用する。この場合に 業者等について準用する。この場合に

おいて、当該卸売販売業者等は、施行 おいて、当該卸売販売業者等は、施行
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資 料 １

規則第１６条の２の５又は第１６条の 規則第１６条の２の５又は第１６条の

４の規定により、これらの規定に規定 ４の規定により、これらの規定に規定

する申告書に添付すべき施行規則第１ する申告書に添付すべき施行規則第１

６号の５様式による書類の返還の理由 ６号の５様式による書類の返還の理由

及びその他参考となるべき事項を記載 及びその他参考となるべき事項を記載

する欄に、当該控除又は還付を受けよ する欄に、当該控除又は還付を受けよ

うとする製造たばこについて同項の規 うとする製造たばこについて同項の規

定により特別区たばこ税が課された、 定により特別区たばこ税が課された、

又は課されるべきであった旨を証する 又は課されるべきであった旨を証する

に足りる書類に基づいて、当該返還に に足りる書類に基づいて、当該返還に

係る製造たばこの品目ごとの本数を記 係る製造たばこの品目ごとの本数を記

載した上で同様式による書類をこれら 載した上で同様式による書類をこれら

の申告書に添付しなければならない。 の申告書に添付しなければならない。

１４ 別段の定めがあるものを除き、令 １４ 別段の定めがあるものを除き、平

和３年１０月１日 前に課した、又は 成３３年１０月１日前に課した、又は

課すべきであった特別区たばこ税につ 課すべきであった特別区たばこ税につ

いては、なお従前の例による。 いては、なお従前の例による。

１５ 令和３年１０月１日 前に売渡し １５ 平成３３年１０月１日前に売渡し

等が行われた製造たばこを同日に販売 等が行われた製造たばこを同日に販売

のため所持する卸売販売業者等又は小 のため所持する卸売販売業者等又は小

売販売業者がある場合において、これ 売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等改正法附則第５１ らの者が所得税法等改正法附則第５１

条第１１項の規定により製造たばこの 条第１１項の規定により製造たばこの

製造者として当該製造たばこを同日に 製造者として当該製造たばこを同日に

これらの者の製造たばこの製造場から これらの者の製造たばこの製造場から

移出したものとみなして同項の規定に 移出したものとみなして同項の規定に

よりたばこ税を課されることとなると よりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等と きは、これらの者が卸売販売業者等と

して当該製造たばこ（これらの者が卸 して当該製造たばこ（これらの者が卸
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売販売業者等である場合には区の区域 売販売業者等である場合には区の区域

内に所在する貯蔵場所、これらの者が 内に所在する貯蔵場所、これらの者が

小売販売業者である場合には区の区域 小売販売業者である場合には区の区域

内に所在する当該製造たばこを直接管 内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるもの 理する営業所において所持されるもの

に限る。）を同日に小売販売業者に売 に限る。）を同日に小売販売業者に売

り渡したものとみなして、特別区たば り渡したものとみなして、特別区たば

こ税を課する。この場合における特別 こ税を課する。この場合における特別

区たばこ税の課税標準は、当該売り渡 区たばこ税の課税標準は、当該売り渡

したものとみなされる製造たばこの本 したものとみなされる製造たばこの本

数とし、当該特別区たばこ税の税率 数とし、当該特別区たばこ税の税率

は、１，０００本につき４３０円とす は、１，０００本につき４３０円とす

る。 る。

１６ 前項に規定する者は、同項に規定 １６ 前項に規定する者は、同項に規定

する貯蔵場所又は小売販売業者の営業 する貯蔵場所又は小売販売業者の営業

所ごとに、改正規則別記第２号様式に 所ごとに、改正規則別記第２号様式に

よる申告書を令和３年１１月１日 ま よる申告書を平成３３年１１月１日ま

でに区長に提出しなければならない。 でに区長に提出しなければならない。

１７ 前項の規定による申告書を提出し １７ 前項の規定による申告書を提出し

た者は、令和４年３月３１日 まで た者は、平成３４年３月３１日まで

に、その申告に係る税金を施行規則第 に、その申告に係る税金を施行規則第

３４号の２の５様式による納付書によ ３４号の２の５様式による納付書によ

って納付しなければならない。 って納付しなければならない。

１８ 第１５項の規定により特別区たば １８ 第１５項の規定により特別区たば

こ税を課する場合には、前３項に規定 こ税を課する場合には、前３項に規定

するもののほか、第４条の規定による するもののほか、第４条の規定による

改正後の杉並区特別区税条例（以下 改正後の杉並区特別区税条例（以下

「３年新条例 」という。）第８条、 「３３年新条例」という。）第８条、

第５２条の３第４項及び第５項、第５ 第５２条の３第４項及び第５項、第５
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２条の６並びに第５３条の規定を適用 ２条の６並びに第５３条の規定を適用

する。この場合において、次の表の左 する。この場合において、次の表の左

欄に掲げる３年新条例 の規定中同表 欄に掲げる３３年新条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 の右欄に掲げる字句とする。

１９ ３年新条例 第５２条の４の規定 １９ ３３年新条例第５２条の４の規定

は、販売契約の解除その他やむを得な は、販売契約の解除その他やむを得な

い理由により、区の区域内に営業所の い理由により、区の区域内に営業所の

所在する小売販売業者に売り渡した製 所在する小売販売業者に売り渡した製

造たばこのうち、第１５項の規定によ 造たばこのうち、第１５項の規定によ

り特別区たばこ税を課された、又は課 り特別区たばこ税を課された、又は課

されるべきものの返還を受けた卸売販 されるべきものの返還を受けた卸売販

売業者等について準用する。この場合 売業者等について準用する。この場合

において、当該卸売販売業者等は、施 において、当該卸売販売業者等は、施

行規則第１６条の２の５又は第１６条 行規則第１６条の２の５又は第１６条

の４の規定により、これらの規定に規 の４の規定により、これらの規定に規

定する申告書に添付すべき施行規則第 定する申告書に添付すべき施行規則第

１６号の５様式による書類の返還の理 １６号の５様式による書類の返還の理

由及びその他参考となるべき事項を記 由及びその他参考となるべき事項を記

載する欄に、当該控除又は還付を受け 載する欄に、当該控除又は還付を受け

ようとする製造たばこについて同項の ようとする製造たばこについて同項の

規定により特別区たばこ税が課され 規定により特別区たばこ税が課され

た、又は課されるべきであった旨を証 た、又は課されるべきであった旨を証

するに足りる書類に基づいて、当該返 するに足りる書類に基づいて、当該返

還に係る製造たばこの品目ごとの本数 還に係る製造たばこの品目ごとの本数

を記載した上で同様式による書類をこ を記載した上で同様式による書類をこ

れらの申告書に添付しなければならな れらの申告書に添付しなければならな

い。 い。

２０ 令和４年１０月１日 前に課し ２０ 平成３４年１０月１日前に課し
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た、又は課すべきであった特別区たば た、又は課すべきであった特別区たば

こ税については、なお従前の例によ こ税については、なお従前の例によ

る。 る。

第４条による改正（杉並区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

第３条 杉並区特別区税条例の一部を次 第３条 杉並区特別区税条例の一部を次

のように改正する。 のように改正する。

第１１条第１項第２号中「又は寡

夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」

に改める。

略 略

附 則 附 則

第１条 この条例は、公布の日から施行 第１条 この条例は、公布の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定 する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す は、当該各号に定める日から施行す

る。 る。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 削除 (３) 第３条中杉並区特別区税条例第

１１条第１項第２号の改正規定及び

附則第２条第８項の規定 令和３年

１月１日

(４) 第３条 (４) 第３条（前号に掲げる改正規定

並びに附則第３条第４項 を除く。）並びに附則第３条第４項

及び附則第５条の規定 令和３年４ 及び附則第５条の規定 令和３年４

月１日 月１日

第２条 略 第２条 略

２～７ 略 ２～７ 略
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資 料 １

８ 附則第１条第３号に掲げる規定によ

る改正後の杉並区特別区税条例第１１

条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定は、令和３年度以後の年

度分の区民税について適用し、令和２

年度分までの区民税については、なお

従前の例による。

附則第６条による改正（杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

第４条 略 第４条 略

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税 ２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４ 法（昭和２５年法律第２２６号）第４

６５条第１項に規定する売渡し又は同 ６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消 条第２項に規定する売渡し若しくは消

費等が行われる紙巻たばこ３級品に係 費等が行われる紙巻たばこ３級品に係

る特別区たばこ税の税率は、杉並区特 る特別区たばこ税の税率は、杉並区特

別区税条例第５１条の規定にかかわら 別区税条例第５１条の規定にかかわら

ず、当該各号に定める税率とする。 ず、当該各号に定める税率とする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 平成３０年４月１日から令和元 (３) 平成３０年４月１日から平成３

年９月３０日 まで １，０００本 １年９月３０日まで １，０００本

につき４，０００円 につき４，０００円

３～１２ 略 ３～１２ 略

１３ 令和元年１０月１日 前に地方税 １３ 平成３１年１０月１日前に地方税

法第４６５条第１項に規定する売渡し 法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若し 又は同条第２項に規定する売渡し若し
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くは消費等が行われた紙巻たばこ３級 くは消費等が行われた紙巻たばこ３級

品を同日に販売のため所持する卸売販 品を同日に販売のため所持する卸売販

売業者等又は小売販売業者がある場合 売業者等又は小売販売業者がある場合

において、これらの者が所得税法等改 において、これらの者が所得税法等改

正法附則第５２条第１２項の規定によ 正法附則第５２条第１２項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該紙巻 り製造たばこの製造者として当該紙巻

たばこ３級品を同日にこれらの者の製 たばこ３級品を同日にこれらの者の製

造たばこの製造場から移出したものと 造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を みなして同項の規定によりたばこ税を

課されることとなるときは、これらの 課されることとなるときは、これらの

者が卸売販売業者等として当該紙巻た 者が卸売販売業者等として当該紙巻た

ばこ３級品（これらの者が卸売販売業 ばこ３級品（これらの者が卸売販売業

者等である場合には区の区域内に所在 者等である場合には区の区域内に所在

する貯蔵場所、これらの者が小売販売 する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には区の区域内に所在 業者である場合には区の区域内に所在

する当該紙巻たばこ３級品を直接管理 する当該紙巻たばこ３級品を直接管理

する営業所において所持されるものに する営業所において所持されるものに

限る。）を同日に小売販売業者に売り 限る。）を同日に小売販売業者に売り

渡したものとみなして、特別区たばこ 渡したものとみなして、特別区たばこ

税を課する。この場合における特別区 税を課する。この場合における特別区

たばこ税の課税標準は、当該売り渡し たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる紙巻たばこ３級品 たものとみなされる紙巻たばこ３級品

の本数とし、当該特別区たばこ税の税 の本数とし、当該特別区たばこ税の税

率は、１，０００本につき１，６９２ 率は、１，０００本につき１，６９２

円とする。 円とする。

１４ 略 １４ 略

附則第７条による改正（杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例
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資 料 １

附 則 附 則

第１条 この条例は、令和元年１０月１ 第１条 この条例は、平成３１年１０月

日 （以下「施行日」という。）から １日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、次の各号に掲げる 施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行 規定は、当該各号に定める日から施行

する。 する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

第２条 略 第２条 略

２ 略 ２ 略

３ 新条例の規定中軽自動車税の種別割 ３ 新条例の規定中軽自動車税の種別割

に関する部分は、令和２年度 以後の に関する部分は、平成３２年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について 年度分の軽自動車税の種別割について

適用し、令和元年度分 までの軽自動 適用し、平成３１年度分までの軽自動

車税については、なお従前の例によ 車税については、なお従前の例によ

る。 る。

附則第８条による改正（杉並区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

第２条 この条例による改正後の杉並区 第２条 この条例による改正後の杉並区

特別区税条例第１５条及び附則第２条 特別区税条例第１５条及び附則第２条

の３第１項の規定は、令和元年度 以 の３第１項の規定は、平成３１年度以

後の年度分の特別区民税について適用 後の年度分の特別区民税について適用

し、平成３０年度分までの特別区民税 し、平成３０年度分までの特別区民税

については、なお従前の例による。 については、なお従前の例による。
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杉並区特別区税条例の主な改正点 

 

１ 令和２年度税制改正に係る改正 

税
目 

改 正 内 容 施行日 適用関係 

特 

別 

区 

民 
税 

１ 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡

婦（寡夫）控除の見直し 

 

（１）所得割の納税義務者が、ひとり親（現に婚

姻をしていない者又は配偶者の生死の明らか

でない者のうち、その者と生計を一にする子

を有する前年の合計所得金額が500万円以下で

あるもの）である場合には、その者の前年の

総所得金額等から30万円を控除する。 

 

（２）ひとり親を非課税措置の対象に加えること

とする。 

 

（区税条例第11条及び第18条・地方税法第295条及

び第314条の２）                                      

令和３年１

月１日 

令和３年度

以後の年度

分の区民税

に適用 

２ 肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の

課税の特例措置の適用期限の延長 

 

肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の

課税の特例について、適用期限を３年延長し、

令和６年度までとする。 

 

（区税条例附則第４条・地方税法附則第６条） 

公布の日 ― 

３ 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る区民税の課税の特例の創設 

 

都市計画区域内にある低未利用土地等で、そ

の年の１月１日において所有期間が５年を超え

るものの譲渡を令和２年７月１日から令和４年

12月31日までの間にした場合には、その年中の

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金

額から100万円（当該長期譲渡所得の金額が100

万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の

金額）を控除する。 

 

（区税条例附則第10条・地方税法附則第34条） 

令和３年１

月１日 

― 

資 料 ２ 
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税
目 

改 正 内 容 施行日 適用関係 

特 

別 

区 

民 

税 

４ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特

例措置の適用期限の延長 

 

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特

例について、適用期限を３年延長し、令和５年

度までとする。 

 

（区税条例附則第11条・地方税法附則第34条の

２） 

公布の日 ― 

特 

別 

区 

た 

ば 

こ 

税 

５ 軽量な葉巻たばこに係る特別区たばこ税の課

税方式の見直し 

 

１本当たりの重量が１グラム未満の葉巻たば

この課税標準について、葉巻たばこ１本を紙巻

きたばこ１本に換算する方法とする。 

 

 ※ ２回に分けて段階的に実施することとし、

令和２年10月１日から令和３年９月30日まで

の間は、１本当たりの重量が0.7グラム未満の

葉巻たばこの課税標準について、葉巻たばこ

１本を紙巻きたばこ0.7本に換算する方法とす

る。 

 

（区税条例第50条・地方税法第467条） 

①令和２年

10月１日 

 

②令和３年

10月１日 

― 
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２ 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る改正 

税
目 

改 正 内 容 施行日 適用関係 

特 

別 

区 

民 

税 

等 

１ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予

の特例に係る手続の設定 

 

新型コロナウイルス感染症等の影響により令

和２年２月以降の収入に相当の減少があり、納

税することが困難である納税者等について、そ

の納期限から１年以内の期間を限り、その徴収

を猶予することができることとされたことに伴

い、その申請書の記載の不備の訂正等に係る期

間を定める。 

 

（区税条例附則第16条・地方税法附則第59条） 

公布の日 ― 

特 

別 
区 

民 

税 

２ 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税

額控除の特例の創設 

 

所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス

感染症等の影響により区長が指定した行事の中

止等により生じた一定の入場料金等払戻請求権

の放棄をした場合において、当該入場料金等払

戻請求権の価額に相当する金額の寄附金を支出

したものとみなして、寄附金税額控除を適用す

る。 

 

（区税条例附則第17条・地方税法附則第60条） 

令和３年1

月１日 

― 

３ 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入

金等特別税額控除の特例の創設 

 

消費税率10％が適用される住宅取得等につい

て、新型コロナウイルス感染症等の影響により

令和２年12月31日までに居住の用に供すること

ができなかった場合において、当該住宅を令和

３年１月１日から同年12月31日までの間に居住

の用に供したときに、住宅借入金等特別税額控

除について、適用期限を１年延長し、令和16年

度までとする。 

 

（区税条例附則第18条・地方税法附則第61条） 

令和３年１

月１日 

― 
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税
目 

改 正 内 容 施行日 適用関係 

軽 

自 

動 

車 

税 

４ 軽自動車税の環境性能割の税率の特例措置の

適用期限の延長 

 

令和元年10月１日から令和２年９月30日まで

の間に取得した自家用の三輪以上の軽自動車で

あって乗用のものに係る環境性能割の税率の特

例について、適用期限を６月延長し、令和３年

３月31日までとする。 

 

（区税条例附則第５条の２・地方税法附則第29条

の８の２） 

公布の日 ― 

 


